
NEWS PICK UP

問い合わせ先で電話番号を掲載していない課・担当などは、市役所本庁 ☎（923）1111 にお願いします。

10
月が

つ

か
ら
自じ

転て
ん

車し
ゃ

保ほ

険け
ん

へ
の

加か

入に
ゅ
う

が
義ぎ

務む

化か

さ
れ
ま
す

　
歩
行
者
に
け
が
を
さ
せ
る
な
ど
、
高
額

の
賠
償
金
が
発
生
す
る
自
転
車
事
故
が
増

え
て
い
ま
す
。
県
で
は
、
３
月
に
「
福
岡

県
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促
進

に
関
す
る
条
例
」
を
改
正
し
、
10
月
１
日

か
ら
自
転
車
保
険
へ
の
加
入
を
義
務
化
し

て
い
ま
す
。

　
自
転
車
を
利
用
す
る
人
は
、
保
険
の
加

入
状
況
を
確
認
し
、
未
加
入
の
場
合
は
速

や
か
に
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

　
自
転
車
保
険
の
加
入
方
法
や
取
り
扱
い

事
業
者
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
確
認
で

き
ま
す
。

●
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
自
転
車
保
険
に

加
入
し
ま
し
ょ
う
」

 https://w
w
w
.

pref.fukuoka.lg.jp/
contents/bicycle-
insurance.htm

l
●
問
い
合
わ
せ
先　
危
機
管
理
課

賠償金額 事故の概要

9,521万円
小学生が夜間に自転車で帰宅途中、歩
行者と正面衝突。歩行者は頭がい骨骨
折などで意識不明の重体。
(神戸地方裁判所、平成25年7月判決)

9,266万円
高校生が車道を斜めに横断し、対向車
線を自転車で直進してきた人と衝突。
相手方に重大な障がいが残った。
(東京地方裁判所、平成20年6月判決)

●高額賠償が発生した事例

守っていますか？自転車の交通ルール

やめましょう「ながら運転」

❶車道通行が原則、歩道は例外
※ 運転者が13歳未満の子どもや高齢者の
場合、道路標識がある場合などは歩道通
行可能。
❷車道は道路の左側に寄って通行
❸ 歩道は車道寄
りを徐行し、
歩行者優先

❹安全ルールを守る

❺子ども・高齢者は
　ヘルメットの着用を

保険加入義務の対象

自転車を利用する人

従業員に自転車を利用させる事業者

自転車貸付業者(県への届出義務あり)

夜間はライトを点灯する 横に並んで走らない
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令
和
３
年
度
か
ら

敬け
い

老ろ
う

の
日ひ

事じ

業ぎ
ょ
う

の
改か

い

定て
い

を
行お

こ
な

い
ま
す

敬老会
運営費 敬老祝金

令和
２年度
(改定前)

75歳以上
を対象

85～89歳
90～94歳
95～99歳
100歳以上

3,000円
5,000円
10,000円
20,000円

敬老会
運営費 敬老祝金

令和
３年度
(改定後)

80歳以上
を対象

88歳
99歳
100歳以上

3,000円
10,000円
20,000円

●敬老会運営費
　自治会などで開催される敬老会事業への助成金の
助成対象年齢を引き上げます。
●敬老祝金
　個人に支給する祝金の対象年齢の絞り込みを行い
ます。

令
和
３
年
度
保ほ

育い
く

所し
ょ（

園え
ん

）入に
ゅ
う

所し
ょ

申も
う

し
込こ

み
書し

ょ

類る
い

の
配は

い

布ふ

・受う
け

付つ
け

を
始は

じ

め
ま
す

　
令
和
３
年
４
月
か
ら
令
和
４
年
３
月
の

間
に
公
・
私
立
保
育
所
へ
入
所
を
希
望
す

る
人
の
申
込
書
類
の
配
布
・
受
付
を
行
い

ま
す
。
入
所
を
希
望
す
る
人
は
必
ず
期
間

内
に
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※ 

保
育
所
の
入
所
決
定
は
、
先
着
順
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

●
入
所
対
象
者　
市
に
住
民
登
録
が
あ
る

生
後
50
日
目
か
ら
就
学
前
の
児
童

●
申
し
込
み
が
で
き
る
人

　
入
所
対
象
者
の
保
護
者
で
、
次
の
要
件

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

①
就
労
等
の
た
め
、
保
育
が
必
要
で
あ
る

② 

そ
の
他
、
特
別
な
事
情(

病
気
・
介
護

な
ど)

に
よ
り
保
育
が
必
要
で
あ
る

※ 

年
度
の
途
中
に
産
休
・
育
休
明
け
で
仕

事
復
帰
ま
た
は
転
入
で
入
所
を
希
望
す

る
人
も
、
期
間
内
に
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

※ 
保
育
所
在
園
児
の
入
所
手
続
き
は
保
育

所
を
通
し
て
別
途
案
内
し
ま
す
。

●
配
布
・
受
付
期
間

　
10
月
26
日
㈪
〜
12
月
11
日
㈮
。
郵
送
で

の
申
し
込
み
は
12
月
４
日
㈮
必
着
。

●
配
布
・
受
付
場
所

　
子
育
て
支
援
課
窓
口

※ 

申
込
書
類
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

【
配
布
期
間
の
分
散
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
】

　
次
の
期
間
は
配
布
会
場
を
設
置
し
、
感

染
症
予
防
の
た
め
、
児
童
の
年
齢(

令
和

３
年
４
月
１
日
時
点)

ご
と
に
期
間
を
分

け
て
配
布
し
ま
す
。
兄
弟
姉
妹
で
申
し
込

む
場
合
は
年
少
の
子
の
期
間
に
ま
と
め
て

配
布
し
ま
す
。

●
配
布
会
場
・
期
間　
市
役
所
１
階
多
目

的
ホ
ー
ル(

９
時
〜
16
時)

▽
０
歳
児　
10
月
26
日
㈪
〜
10
月
30
日
㈮

▽
１
歳
児　
11
月
2
日
㈪
〜
11
月
6
日
㈮

▽
２
〜
５
歳
児　
11
月
9
日
㈪
〜
11
月
13

日
㈮

※ 

混
み
合
う
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
時

間
に
余
裕
を
持
っ
て
来
場
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先　
子
育
て
支
援
課

　
市
で
は
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し

て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
の
実
現
に
向
け
、

地
域
全
体
で
高
齢
者
を
支
え
合
う
体
制
づ

く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
限
ら
れ
た
財
源
の
中
で
、
少
子
高
齢
化

の
進
む
将
来
を
見
据
え
た
取
り
組
み
を
推

進
す
る
た
め
、
令
和
３
年
度
か
ら
次
の
通

り
改
定
を
行
い
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先　
高
齢
者
支
援
課
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